
資料４（別紙②） 

文化芸術振興基本法 （平成１３年１２月７日 法律第１４８号）【抜粋】 

   第一章 総則 

 （基本理念） 

第二条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重さ

れなければならない。 

２ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重される

とともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなけれ

ばならない。 

３ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれな

がらの権利であることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文

化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備

が図られなければならない。 

４ 文化芸術の振興に当たっては、我が国において、文化芸術活動が活発に行われるよ

うな環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ、ひいては世界の文化芸

術の発展に資するものであるよう考慮されなければならない。 

５ 文化芸術の振興に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければな

らない。 

６ 文化芸術の振興に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われる

よう配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が

図られなければならない。 

７ 文化芸術の振興に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文

化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 

８ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映

されるよう十分配慮されなければならない。 

   第三章 文化芸術の振興に関する基本的施策 

 （芸術家等の養成及び確保） 

第十六条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等

の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動の企画等を行

う者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」

という。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修への支援、研修成果の発

表の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （関係機関等の連携等） 

第三十二条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化

芸術団体、学校、文化施設、社会教育施設その他の関係機関等の間の連携が図られる

よう配慮しなければならない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校、文化施設、社会教育施設、福祉施設、

医療機関等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを

創造する機会を提供できるようにするよう努めなければならない。 

 （政策形成への民意の反映等） 

第三十四条 国は、文化芸術の振興に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正

性及び透明性を確保するため、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、

これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組みの活用等を図るものとする。 

 


